
桐生市入札等不正行為に関する再発防止対策第三者委員会 

傍聴に関するご案内 

 

発言、会話等は行わず、議事の進行を妨害しないでください。 

 

 

 

会議における発言に対し、拍手、発言等の方法で賛否を表明しないでください。 

 

 

 

鉢巻きやたすき等を着用する等示威的行為はしないでください。 

 

 

 

みだりに傍聴席を離れ、議事の進行の妨げや他人の迷惑となる行為はしないでください。 

 

 

 

携帯電話等は電源を切るかマナーモードに設定の上、通話はしないでください。 

 

 

 

写真や動画の撮影および録音はしないでください。 

（報道機関の皆様は、事務局又は委員長から 

撮影許可の指示があるまでお待ちください。） 

 

会場内での飲食や喫煙をしないでください。 

 

 

 

 


